
 

 
平成 28 年 11 月 29 日 

北 陸 地 方 整 備 局 
 

新潟県関川村における鳥インフルエンザ事案に対する 

北陸地方整備局の対応状況 
 

 
     

 

 

11月 29日 11時 00分時点では以下のとおり。 

 

１． 体 制 

①羽越河川国道事務所支部 11月 29日 0時 35分「警戒体制」発令 

②北陸地方整備局本部   11月 29日 3時 35分「警戒体制」発令 

③新潟国道事務所支部   11月 29日 8時 00分「注意体制」発令 
 

２．リエゾン※の派遣 【北陸地方整備局から派遣】 

① 新潟県庁    １名（28日 18時 10分～） 

 

３．災害対策機械の派遣 【北陸技術事務所から派遣】 

 新潟県からの要請により照明車４台出動。 

・２台 養鶏場内に到着。（うち 1台が、29日 4時 20分より稼働中） 

・２台 羽越河川国道事務所にて待機中。 

 

４．その他 

・国道の消毒ポイントにおける道路占用許可について、新潟県に対し即時了解。 

  ・地方公共団体からの支援要請に備え、災害対策機械（照明車 1台）を待機中。 

 

なお、今後も引き続き、状況に応じ必要な支援を行ってまいります。 

 

 
※リエゾン：被災直後から先行的に派遣し、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、 

地方整備局等の災害対策本部に伝達するほか、自治体業務の支援を実施するもの。 

 

 

【同時発表記者クラブ】 【取り扱い】 本発表を以て解禁 

（新潟県）新潟県政記者クラブ 

      新県政記者クラブ 

（富山県）富山県政記者クラブ 

（石川県）石川県政記者クラブ 

 その他専門紙 

【問い合わせ先】 

 国土交通省 北陸地方整備局 企画部 

  企画課長   平田
ひらた

 遼
りょう

 （内線 ３１５１） 

   電話 ０２５－２８０－８８８０（代表） 

      ０２５－２８０－８８３４（直通） 

北陸地方整備局は、新潟県関川村における高病原性鳥インフルエンザに関し

て、平成 28年 11月 29日 3時 35分に「北陸地方整備局応援対策本部」を設置し、

地方公共団体が実施する防疫対策に対して次のとおり支援を行っています。 



 

支援状況 

 

北陸技術事務所から出動する照明車（新潟県新潟市） 

 

 

養鶏場内で活動中の照明車（新潟県岩船郡関川村） 


